
健康づくりと医療連携のあり方

• 地域医療連携運営委員会に、保健師が参加し、
健康作り活動について報告、意見交換を実施

• 各保健事業（健康づくり講演会、健康フォーラ
ム、すこやか健診等）医歯会との協力体制のも
とに実施

• 健康運動フロアの実施の際、医師の指導が必
要な場合は、「運動指導票」を発行していただ
き、“かかりつけ医”の意見のもと、安全で効果
的な運動実践ができる体制をとっている。
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